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○栃木県教育委員会事務局処務規程の一部改正 

 

栃木県教育委員会訓令第１号 
本   局  
教育事務所  

栃木県教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
令和８年２月13日 

                        栃木県教育委員会教育長  中  村  千  浩   
栃木県教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令                      

栃木県教育委員会事務局処務規程（昭和61年栃木県教育委員会訓令第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（新採用関係書類の提出） 

第17条 新たに職員となった者は、別に定める新採

用関係書類提出票（別記様式第１号）に関係書類

を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（退職関係書類の提出） 

第18条 退職等により、職員でなくなった者は、別

に定める退職関係書類提出票（別記様式第２号）

に関係書類等を添えて、速やかに所属長を経て教

育政策課長に提出しなければならない。 

 

（履歴事項異動届） 

第19条 職員は、氏名、本籍（都道府県に変更が

あった場合に限る。）、学歴、免許及び資格に異

動があったとき又は訂正の必要が生じたときは、

速やかに別に定める履歴事項異動（訂正）届（別

記様式第３号）により所属長を経て教育政策課長

に提出しなければならない。 

 

（勤務時間の弾力的な割振り） 

第19条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例（平成７年栃木県条例第１号）第３条第３

項の規定による申告は、別に定める申告・割振り

簿（別記様式第14号の２）を所属長に提出するこ

とにより行うものとし、同項の規定による勤務時

間の割振りは、申告・割振り簿（別記様式第14号

の２）により行うものとする。この場合におい

て、当該勤務時間の割振りは、単位期間（職員の

勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成７年

栃木県人事委員会規則第２号）第１条の３第１項

第１号に規定する単位期間をいう。以下同じ。）

が始まる日の前日から起算して１週間前までに行

うものとする。 

 

 

 

（新採用関係書類の提出） 

第17条 新たに職員となった者は、別に定める新採

用関係書類提出票（別記様式第１号）に関係書類

を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（退職関係書類の提出） 

第18条 退職等により、職員でなくなった者は、別

に定める退職関係書類提出票（別記様式第２号）

に関係書類等を添えて、速やかに所属長を経て教

育政策課長に提出しなければならない。 

 

（履歴事項異動届） 

第19条 職員は、氏名、本籍（都道府県に変更が

あった場合に限る。）、学歴、免許及び資格に異

動があったとき又は訂正の必要が生じたときは、

速やかに別に定める履歴事項異動（訂正）届（別

記様式第３号）により所属長を経て教育政策課長

に提出しなければならない。 

 

（勤務時間の弾力的な割振り） 

第19条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例（平成７年栃木県条例第１号）第３条第３

項の規定による申告は、別に定める申告・割振り

簿（別記様式第14号の２）を所属長に提出するこ

とにより行うものとし、同項の規定による勤務時

間の割振りは、申告・割振り簿（別記様式第14号

の２）により行うものとする。この場合におい

て、当該勤務時間の割振りは、単位期間（職員の

勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成７年

栃木県人事委員会規則第２号）第１条の３第１項

第１号に規定する単位期間をいう。以下同じ。）

が始まる日の前日から起算して１週間前までに行

うものとする。 

２ 職員は、前項の申告を行う場合には、職員の勤

務時間、休日及び休暇に関する条例第３条第３項

各号のいずれかに該当する状況について記載した
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○栃木県教育委員会事務局処務規程の一部改正 

 

栃木県教育委員会訓令第１号 
本   局  
教育事務所  

栃木県教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
令和８年２月13日 

                        栃木県教育委員会教育長  中  村  千  浩   
栃木県教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令                      

栃木県教育委員会事務局処務規程（昭和61年栃木県教育委員会訓令第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（新採用関係書類の提出） 

第17条 新たに職員となった者は、別に定める新採

用関係書類提出票（別記様式第１号）に関係書類

を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（退職関係書類の提出） 

第18条 退職等により、職員でなくなった者は、別

に定める退職関係書類提出票（別記様式第２号）

に関係書類等を添えて、速やかに所属長を経て教

育政策課長に提出しなければならない。 

 

（履歴事項異動届） 

第19条 職員は、氏名、本籍（都道府県に変更が

あった場合に限る。）、学歴、免許及び資格に異

動があったとき又は訂正の必要が生じたときは、

速やかに別に定める履歴事項異動（訂正）届（別

記様式第３号）により所属長を経て教育政策課長

に提出しなければならない。 

 

（勤務時間の弾力的な割振り） 

第19条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例（平成７年栃木県条例第１号）第３条第３

項の規定による申告は、別に定める申告・割振り

簿（別記様式第14号の２）を所属長に提出するこ

とにより行うものとし、同項の規定による勤務時

間の割振りは、申告・割振り簿（別記様式第14号

の２）により行うものとする。この場合におい

て、当該勤務時間の割振りは、単位期間（職員の

勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成７年

栃木県人事委員会規則第２号）第１条の３第１項

第１号に規定する単位期間をいう。以下同じ。）

が始まる日の前日から起算して１週間前までに行

うものとする。 

 

 

 

（新採用関係書類の提出） 

第17条 新たに職員となった者は、別に定める新採

用関係書類提出票（別記様式第１号）に関係書類

を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（退職関係書類の提出） 

第18条 退職等により、職員でなくなった者は、別

に定める退職関係書類提出票（別記様式第２号）

に関係書類等を添えて、速やかに所属長を経て教

育政策課長に提出しなければならない。 

 

（履歴事項異動届） 

第19条 職員は、氏名、本籍（都道府県に変更が

あった場合に限る。）、学歴、免許及び資格に異

動があったとき又は訂正の必要が生じたときは、

速やかに別に定める履歴事項異動（訂正）届（別

記様式第３号）により所属長を経て教育政策課長

に提出しなければならない。 

 

（勤務時間の弾力的な割振り） 

第19条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例（平成７年栃木県条例第１号）第３条第３

項の規定による申告は、別に定める申告・割振り

簿（別記様式第14号の２）を所属長に提出するこ

とにより行うものとし、同項の規定による勤務時

間の割振りは、申告・割振り簿（別記様式第14号

の２）により行うものとする。この場合におい

て、当該勤務時間の割振りは、単位期間（職員の

勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成７年

栃木県人事委員会規則第２号）第１条の３第１項

第１号に規定する単位期間をいう。以下同じ。）

が始まる日の前日から起算して１週間前までに行

うものとする。 

２ 職員は、前項の申告を行う場合には、職員の勤

務時間、休日及び休暇に関する条例第３条第３項

各号のいずれかに該当する状況について記載した  
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２ 総合庶務事務システム（職員の服務、給与等に

係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を利用することができる所属の職員（以下

「システム利用所属職員」という。）に対する前

項かあら第３項までの規定の適用については、同

項あ中「別に定める申告・割振り簿（別記様式第

14号の２）を所属長に提出する」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該申告に係る事項を

入力する」と、「申告・割振り簿（別記様式第14

号の２）に」とあるのは「総合庶務事務システム

に」と、第２項中「職員は」とあるのは「システ

ム利用所属職員は」と、「場合には」とあるのは

「場合には、総合庶務事務システムにより」と、

「記載した状況届（別記様式第14号の３）を所属

長に提出しなければ」とあるのは「入力しなけれ

ば」と、第３項中「状況変更届（別記様式第14号

の４）を所属長に提出する」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該届出に係る事項を入力

する」とする。 

 

（週休日の振替等） 

第20条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第５条第１項（同条第２項において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定による週休日の振

替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、別に定

める週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿

（別記様式第15号）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める週休日の振替

及び勤務時間の割振り変更簿（別記様式第15

号）」とあるのは、「総合庶務事務システム」と

する。 

  

（休憩時間の変更） 

第20条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る規則第４条第１項の規定による休憩時間の変更

の申出は、その変更しようとする日の10日前まで

に、別に定める休憩時間変更願（別記様式第15号

の２）を所属長に提出することにより行うものと

する。 

２ 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の

満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、

速やかに別に定める休憩時間変更取消願（別記様

式第15号の３）を所属長に提出しなければならな

状況届（別記様式第14号の３）を所属長に提出し

なければならない。 

３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

１条の８第１項の規定による届出は、状況変更届

（別記様式第14号の４）を所属長に提出すること

により行うものとする。 

４ 総合庶務事務システム（職員の服務、給与等に

係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を利用することができる所属の職員（以下

「システム利用所属職員」という。）に対する第

１項から第３項までの規定の適用については、第

１項中「別に定める申告・割振り簿（別記様式第

14号の２）を所属長に提出する」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該申告に係る事項を

入力する」と、「申告・割振り簿（別記様式第14

号の２）に」とあるのは「総合庶務事務システム

に」と、第２項中「職員は」とあるのは「システ

ム利用所属職員は」と、「場合には」とあるのは

「場合には、総合庶務事務システムにより」と、

「記載した状況届（別記様式第14号の３）を所属

長に提出しなければ」とあるのは「入力しなけれ

ば」と、第３項中「状況変更届（別記様式第14号

の４）を所属長に提出する」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該届出に係る事項を入力

する」とする。 

 

（週休日の振替等） 

第20条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第５条第１項（同条第２項において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定による週休日の振

替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、別に定

める週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿

（別記様式第15号）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める週休日の振替

及び勤務時間の割振り変更簿（別記様式第15

号）」とあるのは、「総合庶務事務システム」と

する。 

  

（休憩時間の変更） 

第20条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る規則第４条第１項の規定による休憩時間の変更

の申出は、その変更しようとする日の10日前まで

に、別に定める休憩時間変更願（別記様式第15号

の２）を所属長に提出することにより行うものと

する。 

２ 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の

満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、

速やかに別に定める休憩時間変更取消願（別記様

式第15号の３）を所属長に提出しなければならな
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２ 総合庶務事務システム（職員の服務、給与等に

係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を利用することができる所属の職員（以下

「システム利用所属職員」という。）に対する前

項かあら第３項までの規定の適用については、同

項あ中「別に定める申告・割振り簿（別記様式第

14号の２）を所属長に提出する」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該申告に係る事項を

入力する」と、「申告・割振り簿（別記様式第14

号の２）に」とあるのは「総合庶務事務システム

に」と、第２項中「職員は」とあるのは「システ

ム利用所属職員は」と、「場合には」とあるのは

「場合には、総合庶務事務システムにより」と、

「記載した状況届（別記様式第14号の３）を所属

長に提出しなければ」とあるのは「入力しなけれ

ば」と、第３項中「状況変更届（別記様式第14号

の４）を所属長に提出する」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該届出に係る事項を入力

する」とする。 

 

（週休日の振替等） 

第20条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第５条第１項（同条第２項において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定による週休日の振

替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、別に定

める週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿

（別記様式第15号）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める週休日の振替

及び勤務時間の割振り変更簿（別記様式第15

号）」とあるのは、「総合庶務事務システム」と

する。 

  

（休憩時間の変更） 

第20条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る規則第４条第１項の規定による休憩時間の変更

の申出は、その変更しようとする日の10日前まで

に、別に定める休憩時間変更願（別記様式第15号

の２）を所属長に提出することにより行うものと

する。 

２ 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の

満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、

速やかに別に定める休憩時間変更取消願（別記様

式第15号の３）を所属長に提出しなければならな

状況届（別記様式第14号の３）を所属長に提出し

なければならない。 

３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

１条の８第１項の規定による届出は、状況変更届

（別記様式第14号の４）を所属長に提出すること

により行うものとする。 

４ 総合庶務事務システム（職員の服務、給与等に

係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を利用することができる所属の職員（以下

「システム利用所属職員」という。）に対する第

１項から第３項までの規定の適用については、第

１項中「別に定める申告・割振り簿（別記様式第

14号の２）を所属長に提出する」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該申告に係る事項を

入力する」と、「申告・割振り簿（別記様式第14

号の２）に」とあるのは「総合庶務事務システム

に」と、第２項中「職員は」とあるのは「システ

ム利用所属職員は」と、「場合には」とあるのは

「場合には、総合庶務事務システムにより」と、

「記載した状況届（別記様式第14号の３）を所属

長に提出しなければ」とあるのは「入力しなけれ

ば」と、第３項中「状況変更届（別記様式第14号

の４）を所属長に提出する」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該届出に係る事項を入力

する」とする。 

 

（週休日の振替等） 

第20条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第５条第１項（同条第２項において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定による週休日の振

替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、別に定

める週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿

（別記様式第15号）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める週休日の振替

及び勤務時間の割振り変更簿（別記様式第15

号）」とあるのは、「総合庶務事務システム」と

する。 

  

（休憩時間の変更） 

第20条の２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る規則第４条第１項の規定による休憩時間の変更

の申出は、その変更しようとする日の10日前まで

に、別に定める休憩時間変更願（別記様式第15号

の２）を所属長に提出することにより行うものと

する。 

２ 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の

満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、

速やかに別に定める休憩時間変更取消願（別記様

式第15号の３）を所属長に提出しなければならな  
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い。 

 

（超勤代休時間の指定） 

第20条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条の２第１項の規定による超勤代休時

間の指定は、別に定める超勤代休時間指定簿（別

記様式第15号の４）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超勤代休時間

指定簿（別記様式第15号の４）」とあるのは、

「総合庶務事務システム」とする。 

 

（代休日の指定） 

第21条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第９条第１項の規定による休日の代休日の指定

は、別に定める代休日指定簿（別記様式第16号）

により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める代休日指定簿

（別記様式第16号）」とあるのは、「総合庶務事

務システム」とする。 

 

（出張の復命） 

第24条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務

について速やかに別に定める復命書（別記様式第

４号）をもって上司に復命しなければならない。

ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、

特に文書による状況の報告が必要ないと認められ

るものについては、口頭をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 略 

 

（超過勤務等の命令） 

第25条 超過勤務、休日勤務等は、別に定める超過

勤務等命令簿（別記様式第５号）により命ずるも

のとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超過勤務等命

令簿（別記様式第５号）」とあるのは、「総合庶

務事務システム」とする。 

 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第26条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第７条第１項から第３項まで（これらの規定を

同条第４項において準用する場合を含む。）の規

定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間にお

ける勤務の制限の請求は、別に定める深夜勤務・

時間外勤務制限請求書（別記様式第６号）を所属

長に提出することにより行うものとする。 

２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

い。 

 

（超勤代休時間の指定） 

第20条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条の２第１項の規定による超勤代休時

間の指定は、別に定める超勤代休時間指定簿（別

記様式第15号の４）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超勤代休時間

指定簿（別記様式第15号の４）」とあるのは、

「総合庶務事務システム」とする。 

 

（代休日の指定） 

第21条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第９条第１項の規定による休日の代休日の指定

は、別に定める代休日指定簿（別記様式第16号）

により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める代休日指定簿

（別記様式第16号）」とあるのは、「総合庶務事

務システム」とする。 

 

（出張の復命） 

第24条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務

について速やかに別に定める復命書（別記様式第

４号）をもって上司に復命しなければならない。

ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、

特に文書による状況の報告が必要ないと認められ

るものについては、口頭をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 略 

 

（超過勤務等の命令） 

第25条 超過勤務、休日勤務等は、別に定める超過

勤務等命令簿（別記様式第５号）により命ずるも

のとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超過勤務等命

令簿（別記様式第５号）」とあるのは、「総合庶

務事務システム」とする。 

 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第26条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第７条第１項から第３項まで（これらの規定を

同条第４項において準用する場合を含む。）の規

定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間にお

ける勤務の制限の請求は、別に定める深夜勤務・

時間外勤務制限請求書（別記様式第６号）を所属

長に提出することにより行うものとする。 

２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第
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い。 

 

（超勤代休時間の指定） 

第20条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条の２第１項の規定による超勤代休時

間の指定は、別に定める超勤代休時間指定簿（別

記様式第15号の４）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超勤代休時間

指定簿（別記様式第15号の４）」とあるのは、

「総合庶務事務システム」とする。 

 

（代休日の指定） 

第21条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第９条第１項の規定による休日の代休日の指定

は、別に定める代休日指定簿（別記様式第16号）

により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める代休日指定簿

（別記様式第16号）」とあるのは、「総合庶務事

務システム」とする。 

 

（出張の復命） 

第24条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務

について速やかに別に定める復命書（別記様式第

４号）をもって上司に復命しなければならない。

ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、

特に文書による状況の報告が必要ないと認められ

るものについては、口頭をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 略 

 

（超過勤務等の命令） 

第25条 超過勤務、休日勤務等は、別に定める超過

勤務等命令簿（別記様式第５号）により命ずるも

のとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超過勤務等命

令簿（別記様式第５号）」とあるのは、「総合庶

務事務システム」とする。 

 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第26条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第７条第１項から第３項まで（これらの規定を

同条第４項において準用する場合を含む。）の規

定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間にお

ける勤務の制限の請求は、別に定める深夜勤務・

時間外勤務制限請求書（別記様式第６号）を所属

長に提出することにより行うものとする。 

２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第

い。 

 

（超勤代休時間の指定） 

第20条の３ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例第７条の２第１項の規定による超勤代休時

間の指定は、別に定める超勤代休時間指定簿（別

記様式第15号の４）により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超勤代休時間

指定簿（別記様式第15号の４）」とあるのは、

「総合庶務事務システム」とする。 

 

（代休日の指定） 

第21条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第９条第１項の規定による休日の代休日の指定

は、別に定める代休日指定簿（別記様式第16号）

により行うものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める代休日指定簿

（別記様式第16号）」とあるのは、「総合庶務事

務システム」とする。 

 

（出張の復命） 

第24条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務

について速やかに別に定める復命書（別記様式第

４号）をもって上司に復命しなければならない。

ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、

特に文書による状況の報告が必要ないと認められ

るものについては、口頭をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 略 

 

（超過勤務等の命令） 

第25条 超過勤務、休日勤務等は、別に定める超過

勤務等命令簿（別記様式第５号）により命ずるも

のとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める超過勤務等命

令簿（別記様式第５号）」とあるのは、「総合庶

務事務システム」とする。 

 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第26条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例第７条第１項から第３項まで（これらの規定を

同条第４項において準用する場合を含む。）の規

定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間にお

ける勤務の制限の請求は、別に定める深夜勤務・

時間外勤務制限請求書（別記様式第６号）を所属

長に提出することにより行うものとする。 

２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第  
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５条の９第３項（同規則第５条の10第２項におい

て準用する場合を含む。）及び第５条の12第３項

（同規則第５条の13において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、別に定める育児又は

介護の状況変更届（別記様式第７号）を所属長に

提出することにより行うものとする。 

 

（妊産婦の勤務制限） 

第27条 労働基準法（昭和22年法律第49号）第66条

第２項及び第３項の規定により妊産婦が行う超過

勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求は、別

に定める妊産婦の勤務制限請求書（別記様式第８

号）を所属長に提出することにより行うものとす

る。 

 

（休暇） 

第28条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例第10条の休暇を取得しようとするとき

は、あらかじめ別に定める休暇簿（別記様式第９

号から別記様式第13号まで）を所属長に提出しな

ければならない。ただし、所属長の30日以上の傷

病休暇を受ける場合にあっては教育政策課長に、

所長の３日以上30日未満の休暇を受ける場合に

あっては主管課長に、別に定める休暇願届書（別

記様式第14号）を提出するものとする。 

２ 略 

３ システム利用所属職員に対する前２項の規定の

適用については、第１項中「職員は」とあるのは

「システム利用所属職員は」と、「別に定める休

暇簿（別記様式第９号から別記様式第13号まで）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休暇に係る事項を入力

しなければ」と、前項中「職員」とあるのは「シ

ステム利用所属職員」と、「休暇簿又は」とある

のは「規定により入力し、又は同項の」と、「休

暇の請求又は申出を行わなければ」とあるのは

「、同項の規定により当該休暇の請求若しくは申

出に係る事項を入力し、又は同項の休暇願届書を

提出しなければ」とする。 

 

（欠勤） 

第30条 略 

２ 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、別

に定める欠勤届（別記様式第17号）を所属長に提

出しなければならない。 

３ システム利用所属職員に対する前２項の規定の

適用については、第１項及び前項中「職員」とあ

るのは「システム利用所属職員」と、同項中「別

に定める欠勤届（別記様式第17号）を所属長に提

出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システ

５条の９第３項（同規則第５条の10第２項におい

て準用する場合を含む。）及び第５条の12第３項

（同規則第５条の13において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、別に定める育児又は

介護の状況変更届（別記様式第７号）を所属長に

提出することにより行うものとする。 

 

（妊産婦の勤務制限） 

第27条 労働基準法（昭和22年法律第49号）第66条

第２項及び第３項の規定により妊産婦が行う超過

勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求は、別

に定める妊産婦の勤務制限請求書（別記様式第８

号）を所属長に提出することにより行うものとす

る。 

 

（休暇） 

第28条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例第10条の休暇を取得しようとするとき

は、あらかじめ別に定める休暇簿（別記様式第９

号から別記様式第13号まで）を所属長に提出しな

ければならない。ただし、所属長の30日以上の傷

病休暇を受ける場合にあっては教育政策課長に、

所長の３日以上30日未満の休暇を受ける場合に

あっては主管課長に、別に定める休暇願届書（別

記様式第14号）を提出するものとする。 

２ 略 

３ システム利用所属職員に対する前２項の規定の

適用については、第１項中「職員は」とあるのは

「システム利用所属職員は」と、「別に定める休

暇簿（別記様式第９号から別記様式第13号まで）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休暇に係る事項を入力

しなければ」と、前項中「職員」とあるのは「シ

ステム利用所属職員」と、「休暇簿又は」とある

のは「規定により入力し、又は同項の」と、「休

暇の請求又は申出を行わなければ」とあるのは

「、同項の規定により当該休暇の請求若しくは申

出に係る事項を入力し、又は同項の休暇願届書を

提出しなければ」とする。 

 

（欠勤） 

第30条 略 

２ 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、別

に定める欠勤届（別記様式第17号）を所属長に提

出しなければならない。 

３ システム利用所属職員に対する前２項の規定の

適用については、第１項及び前項中「職員」とあ

るのは「システム利用所属職員」と、同項中「別

に定める欠勤届（別記様式第17号）を所属長に提

出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システ
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５条の９第３項（同規則第５条の10第２項におい

て準用する場合を含む。）及び第５条の12第３項

（同規則第５条の13において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、別に定める育児又は

介護の状況変更届（別記様式第７号）を所属長に

提出することにより行うものとする。 

 

（妊産婦の勤務制限） 

第27条 労働基準法（昭和22年法律第49号）第66条

第２項及び第３項の規定により妊産婦が行う超過

勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求は、別

に定める妊産婦の勤務制限請求書（別記様式第８

号）を所属長に提出することにより行うものとす

る。 

 

（休暇） 

第28条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例第10条の休暇を取得しようとするとき

は、あらかじめ別に定める休暇簿（別記様式第９

号から別記様式第13号まで）を所属長に提出しな

ければならない。ただし、所属長の30日以上の傷

病休暇を受ける場合にあっては教育政策課長に、

所長の３日以上30日未満の休暇を受ける場合に

あっては主管課長に、別に定める休暇願届書（別

記様式第14号）を提出するものとする。 

２ 略 

３ システム利用所属職員に対する前２項の規定の

適用については、第１項中「職員は」とあるのは

「システム利用所属職員は」と、「別に定める休

暇簿（別記様式第９号から別記様式第13号まで）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休暇に係る事項を入力

しなければ」と、前項中「職員」とあるのは「シ

ステム利用所属職員」と、「休暇簿又は」とある

のは「規定により入力し、又は同項の」と、「休

暇の請求又は申出を行わなければ」とあるのは

「、同項の規定により当該休暇の請求若しくは申

出に係る事項を入力し、又は同項の休暇願届書を

提出しなければ」とする。 

 

（欠勤） 

第30条 略 

２ 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、別

に定める欠勤届（別記様式第17号）を所属長に提

出しなければならない。 

３ システム利用所属職員に対する前２項の規定の

適用については、第１項及び前項中「職員」とあ

るのは「システム利用所属職員」と、同項中「別

に定める欠勤届（別記様式第17号）を所属長に提

出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システ

５条の９第３項（同規則第５条の10第２項におい

て準用する場合を含む。）及び第５条の12第３項

（同規則第５条の13において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、別に定める育児又は

介護の状況変更届（別記様式第７号）を所属長に

提出することにより行うものとする。 

 

（妊産婦の勤務制限） 

第27条 労働基準法（昭和22年法律第49号）第66条

第２項及び第３項の規定により妊産婦が行う超過

勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求は、別

に定める妊産婦の勤務制限請求書（別記様式第８

号）を所属長に提出することにより行うものとす

る。 

 

（休暇） 

第28条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例第10条の休暇を取得しようとするとき

は、あらかじめ別に定める休暇簿（別記様式第９

号から別記様式第13号まで）を所属長に提出しな

ければならない。ただし、所属長の30日以上の傷

病休暇を受ける場合にあっては教育政策課長に、

所長の３日以上30日未満の休暇を受ける場合に

あっては主管課長に、別に定める休暇願届書（別

記様式第14号）を提出するものとする。 

２ 略 

３ システム利用所属職員に対する前２項の規定の

適用については、第１項中「職員は」とあるのは

「システム利用所属職員は」と、「別に定める休

暇簿（別記様式第９号から別記様式第13号まで）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休暇に係る事項を入力

しなければ」と、前項中「職員」とあるのは「シ

ステム利用所属職員」と、「休暇簿又は」とある

のは「規定により入力し、又は同項の」と、「休

暇の請求又は申出を行わなければ」とあるのは

「、同項の規定により当該休暇の請求若しくは申

出に係る事項を入力し、又は同項の休暇願届書を

提出しなければ」とする。 

 

（欠勤） 

第30条 略 

２ 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、別

に定める欠勤届（別記様式第17号）を所属長に提

出しなければならない。 

３ システム利用所属職員に対する前２項の規定の

適用については、第１項及び前項中「職員」とあ

るのは「システム利用所属職員」と、同項中「別

に定める欠勤届（別記様式第17号）を所属長に提

出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システ  
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ムにより当該欠勤に係る事項を入力しなければ」

とする。 

 

（休職及び復職） 

第31条 職員は、心身の故障のため又は研究所その

他これに準ずる施設において職務に関連する事項

の調査、研究等に従事するため休職しようとする

ときは別に定める休職願（別記様式第18号）を、

当該休職の事由がやんで復職しようとするときは

別に定める復職願（別記様式第19号）を、休職又

は復職しようとする日前10日までに所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（職務専念義務免除） 

第32条 職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年栃木県条例第18号）及び職務に専念す

る義務の免除に関する規則（昭和26年栃木県人事

委員会規則第12号）の規定に基づき、職員が職務

に専念する義務の免除について承認を受けようと

するときは、別に定める職専免承認簿（別記様式

第20号）を所属長に提出しなければならない。た

だし、所長が、３日以上の職務に専念する義務の

免除の承認を受けようとするときは、主管課長に

別に定める職務専念義務免除承認申請書（別記様

式第21号）を提出するものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める職専免承認

簿（別記様式第20号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力し

なければ」とする。 

 

（営利企業等従事許可） 

第33条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

38条第１項の規定に基づき、職員が営利企業等に

従事するための許可を受けようとする場合に関し

必要な事項は、別に定めるああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああ政政策課長に提出しなければならない。 

 

（専従許可等） 

第34条 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に

規定する許可（以下「専従許可」という。）を受

けようとするときは、あらかじめ別に定める専従

許可申請書（別記様式第23号）を、所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

２ 略 

 

（育児休業承認等） 

ムにより当該欠勤に係る事項を入力しなければ」

とする。 

 

（休職及び復職） 

第31条 職員は、心身の故障のため又は研究所その

他これに準ずる施設において職務に関連する事項

の調査、研究等に従事するため休職しようとする

ときは別に定める休職願（別記様式第18号）を、

当該休職の事由がやんで復職しようとするときは

別に定める復職願（別記様式第19号）を、休職又

は復職しようとする日前10日までに所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（職務専念義務免除） 

第32条 職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年栃木県条例第18号）及び職務に専念す

る義務の免除に関する規則（昭和26年栃木県人事

委員会規則第12号）の規定に基づき、職員が職務

に専念する義務の免除について承認を受けようと

するときは、別に定める職専免承認簿（別記様式

第20号）を所属長に提出しなければならない。た

だし、所長が、３日以上の職務に専念する義務の

免除の承認を受けようとするときは、主管課長に

別に定める職務専念義務免除承認申請書（別記様

式第21号）を提出するものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める職専免承認

簿（別記様式第20号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力し

なければ」とする。 

 

（営利企業等従事許可） 

第33条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

38条第１項の規定に基づき、職員が営利企業等に

従事するための許可を受けようとするときは、別

に定めるもののほか、営利企業等従事許可申請書

（別記様式第22号）により、所属長の意見を具し

て教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（専従許可等） 

第34条 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に

規定する許可（以下「専従許可」という。）を受

けようとするときは、あらかじめ別に定める専従

許可申請書（別記様式第23号）を、所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

２ 略 

 

（育児休業承認等） 
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ムにより当該欠勤に係る事項を入力しなければ」

とする。 

 

（休職及び復職） 

第31条 職員は、心身の故障のため又は研究所その

他これに準ずる施設において職務に関連する事項

の調査、研究等に従事するため休職しようとする

ときは別に定める休職願（別記様式第18号）を、

当該休職の事由がやんで復職しようとするときは

別に定める復職願（別記様式第19号）を、休職又

は復職しようとする日前10日までに所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（職務専念義務免除） 

第32条 職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年栃木県条例第18号）及び職務に専念す

る義務の免除に関する規則（昭和26年栃木県人事

委員会規則第12号）の規定に基づき、職員が職務

に専念する義務の免除について承認を受けようと

するときは、別に定める職専免承認簿（別記様式

第20号）を所属長に提出しなければならない。た

だし、所長が、３日以上の職務に専念する義務の

免除の承認を受けようとするときは、主管課長に

別に定める職務専念義務免除承認申請書（別記様

式第21号）を提出するものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める職専免承認

簿（別記様式第20号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力し

なければ」とする。 

 

（営利企業等従事許可） 

第33条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

38条第１項の規定に基づき、職員が営利企業等に

従事するための許可を受けようとする場合に関し

必要な事項は、別に定めるああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああ政政策課長に提出しなければならない。 

 

（専従許可等） 

第34条 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に

規定する許可（以下「専従許可」という。）を受

けようとするときは、あらかじめ別に定める専従

許可申請書（別記様式第23号）を、所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

２ 略 

 

（育児休業承認等） 

ムにより当該欠勤に係る事項を入力しなければ」

とする。 

 

（休職及び復職） 

第31条 職員は、心身の故障のため又は研究所その

他これに準ずる施設において職務に関連する事項

の調査、研究等に従事するため休職しようとする

ときは別に定める休職願（別記様式第18号）を、

当該休職の事由がやんで復職しようとするときは

別に定める復職願（別記様式第19号）を、休職又

は復職しようとする日前10日までに所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（職務専念義務免除） 

第32条 職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年栃木県条例第18号）及び職務に専念す

る義務の免除に関する規則（昭和26年栃木県人事

委員会規則第12号）の規定に基づき、職員が職務

に専念する義務の免除について承認を受けようと

するときは、別に定める職専免承認簿（別記様式

第20号）を所属長に提出しなければならない。た

だし、所長が、３日以上の職務に専念する義務の

免除の承認を受けようとするときは、主管課長に

別に定める職務専念義務免除承認申請書（別記様

式第21号）を提出するものとする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める職専免承認

簿（別記様式第20号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力し

なければ」とする。 

 

（営利企業等従事許可） 

第33条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

38条第１項の規定に基づき、職員が営利企業等に

従事するための許可を受けようとするときは、別

に定めるもののほか、営利企業等従事許可申請書

（別記様式第22号）により、所属長の意見を具し

て教育政策課長に提出しなければならない。 

 

（専従許可等） 

第34条 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に

規定する許可（以下「専従許可」という。）を受

けようとするときは、あらかじめ別に定める専従

許可申請書（別記様式第23号）を、所属長を経て

教育政策課長に提出しなければならない。 

２ 略 

 

（育児休業承認等）  
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第35条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第110号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条第２項の規定により職員が育児休業

の承認を請求するときは、その休業を始めようと

する日の１月（当該請求に係る子の出生の日から

職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木県

条例第２号）第３条の２に規定する期間内に育児

休業をしようとする場合は、２週間）前までに、

別に定める育児休業承認請求書（別記様式第24

号）を所属長を経て教育政策課長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 略 

３ 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合に

は、別に定める養育状況変更届（別記様式第25

号）により、遅滞なく、その旨を所属長を経て教

育政策課長に届け出なければならない。 

(1)～(3) 略 

 

（育児短時間勤務承認等） 

第35条の２ 職員の育児休業等に関する条例第13条

の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求

するときは、その勤務を始めようとする日の１月

前までに、別に定める育児短時間勤務承認請求書

（別記様式第25号の２）を所属長を経て教育政策

課長に提出しなければならない。この場合におい

て、同条例第11条第６号の規定により、子の養育

をするための計画について申し出ようとする職員

は、別に定める育児短時間勤務計画書（別記様式

第25号の３）を併せて提出しなければならない。 

２・３ 略 

 

（部分休業承認等） 

第36条 育児休業法第19条第１項の規定による請

求、同条第２項の規定による申出及び同条第３項

の規定による変更は、別に定める部分休業承認請

求書（別記様式第26号）を所属長に提出すること

により行わなければならない。 

２ 略 

３ 部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係

る部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ

別に定める部分休業取消簿（別記様式第27号）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 略 

５ システム利用所属職員に対する第１項及び前２

項の規定の適用については、第１項中「別に定め

る部分休業承認請求書（別記様式第26号）を所属

長に提出する」とあるのは「総合庶務事務システ

ムにより当該請求、申出及び変更に係る事項を入

力する」と、第３項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める部分休業取

第35条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第110号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条第２項の規定により職員が育児休業

の承認を請求するときは、その休業を始めようと

する日の１月（当該請求に係る子の出生の日から

職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木県

条例第２号）第３条の２に規定する期間内に育児

休業をしようとする場合は、２週間）前までに、

別に定める育児休業承認請求書（別記様式第24

号）を所属長を経て教育政策課長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 略 

３ 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合に

は、別に定める養育状況変更届（別記様式第25

号）により、遅滞なく、その旨を所属長を経て教

育政策課長に届け出なければならない。 

(1)～(3) 略 

 

（育児短時間勤務承認等） 

第35条の２ 職員の育児休業等に関する条例第13条

の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求

するときは、その勤務を始めようとする日の１月

前までに、別に定める育児短時間勤務承認請求書

（別記様式第25号の２）を所属長を経て教育政策

課長に提出しなければならない。この場合におい

て、同条例第11条第６号の規定により、子の養育

をするための計画について申し出ようとする職員

は、別に定める育児短時間勤務計画書（別記様式

第25号の３）を併せて提出しなければならない。 

２・３ 略 

 

（部分休業承認等） 

第36条 育児休業法第19条第１項の規定による請

求、同条第２項の規定による申出及び同条第３項

の規定による変更は、別に定める部分休業承認請

求書（別記様式第26号）を所属長に提出すること

により行わなければならない。 

２ 略 

３ 部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係

る部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ

別に定める部分休業取消簿（別記様式第27号）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 略 

５ システム利用所属職員に対する第１項及び前２

項の規定の適用については、第１項中「別に定め

る部分休業承認請求書（別記様式第26号）を所属

長に提出する」とあるのは「総合庶務事務システ

ムにより当該請求、申出及び変更に係る事項を入

力する」と、第３項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める部分休業取
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第35条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第110号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条第２項の規定により職員が育児休業

の承認を請求するときは、その休業を始めようと

する日の１月（当該請求に係る子の出生の日から

職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木県

条例第２号）第３条の２に規定する期間内に育児

休業をしようとする場合は、２週間）前までに、

別に定める育児休業承認請求書（別記様式第24

号）を所属長を経て教育政策課長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 略 

３ 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合に

は、別に定める養育状況変更届（別記様式第25

号）により、遅滞なく、その旨を所属長を経て教

育政策課長に届け出なければならない。 

(1)～(3) 略 

 

（育児短時間勤務承認等） 

第35条の２ 職員の育児休業等に関する条例第13条

の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求

するときは、その勤務を始めようとする日の１月

前までに、別に定める育児短時間勤務承認請求書

（別記様式第25号の２）を所属長を経て教育政策

課長に提出しなければならない。この場合におい

て、同条例第11条第６号の規定により、子の養育

をするための計画について申し出ようとする職員

は、別に定める育児短時間勤務計画書（別記様式

第25号の３）を併せて提出しなければならない。 

２・３ 略 

 

（部分休業承認等） 

第36条 育児休業法第19条第１項の規定による請

求、同条第２項の規定による申出及び同条第３項

の規定による変更は、別に定める部分休業承認請

求書（別記様式第26号）を所属長に提出すること

により行わなければならない。 

２ 略 

３ 部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係

る部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ

別に定める部分休業取消簿（別記様式第27号）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 略 

５ システム利用所属職員に対する第１項及び前２

項の規定の適用については、第１項中「別に定め

る部分休業承認請求書（別記様式第26号）を所属

長に提出する」とあるのは「総合庶務事務システ

ムにより当該請求、申出及び変更に係る事項を入

力する」と、第３項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める部分休業取

第35条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第110号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条第２項の規定により職員が育児休業

の承認を請求するときは、その休業を始めようと

する日の１月（当該請求に係る子の出生の日から

職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木県

条例第２号）第３条の２に規定する期間内に育児

休業をしようとする場合は、２週間）前までに、

別に定める育児休業承認請求書（別記様式第24

号）を所属長を経て教育政策課長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 略 

３ 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合に

は、別に定める養育状況変更届（別記様式第25

号）により、遅滞なく、その旨を所属長を経て教

育政策課長に届け出なければならない。 

(1)～(3) 略 

 

（育児短時間勤務承認等） 

第35条の２ 職員の育児休業等に関する条例第13条

の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求

するときは、その勤務を始めようとする日の１月

前までに、別に定める育児短時間勤務承認請求書

（別記様式第25号の２）を所属長を経て教育政策

課長に提出しなければならない。この場合におい

て、同条例第11条第６号の規定により、子の養育

をするための計画について申し出ようとする職員

は、別に定める育児短時間勤務計画書（別記様式

第25号の３）を併せて提出しなければならない。 

２・３ 略 

 

（部分休業承認等） 

第36条 育児休業法第19条第１項の規定による請

求、同条第２項の規定による申出及び同条第３項

の規定による変更は、別に定める部分休業承認請

求書（別記様式第26号）を所属長に提出すること

により行わなければならない。 

２ 略 

３ 部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係

る部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ

別に定める部分休業取消簿（別記様式第27号）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 略 

５ システム利用所属職員に対する第１項及び前２

項の規定の適用については、第１項中「別に定め

る部分休業承認請求書（別記様式第26号）を所属

長に提出する」とあるのは「総合庶務事務システ

ムにより当該請求、申出及び変更に係る事項を入

力する」と、第３項中「職員」とあるのは「シス

テム利用所属職員」と、「別に定める部分休業取  
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消簿（別記様式第27号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなけれ

ば」と、前項中「準用する」とあるのは「準用す

る。この場合において、同項中「職員」とあるの

は「システム利用所属職員」と、「別に定める養

育状況変更届（別記様式第25号）」とあるのは

「総合庶務事務システム」と、「所属長を経て教

育政策課長に届け出なければ」とあるのは「入力

しなければ」とする」とする。 

 

（修学部分休業承認等） 

第36条の２ 職員の修学部分休業に関する条例（平

成16年栃木県条例第46号）第２条第１項の規定に

より職員が修学部分休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の10日前まで

に、別に定める修学部分休業承認申請書（別記様

式第27号の２）を所属長に提出しなければならな

い。 

２ 略 

３ 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休

業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に定め

る修学部分休業取消簿（別記様式第27号の３）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業

に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場

合には、別に定める修学状況変更届（別記様式第

27号の４）により、遅滞なく、その旨を所属長に

届け出なければならない。 

５ システム利用所属職員に対する前各項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める修

学部分休業承認申請書（別記様式第27号の２）を

所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務

事務システムにより当該休業に係る事項を入力し

なければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、第３項中「職

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める修学部分休業取消簿（別記様式第27

号の３）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の

取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中

「職員」とあるのは「システム利用所属職員」

と、「別に定める修学状況変更届（別記様式第27

号の４）」とあるのは「総合庶務事務システム」

と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入

力しなければ」とする。 

 

（高齢者部分休業承認等） 

第36条の３ 職員の高齢者部分休業に関する条例

消簿（別記様式第27号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなけれ

ば」と、前項中「準用する」とあるのは「準用す

る。この場合において、同項中「職員」とあるの

は「システム利用所属職員」と、「別に定める養

育状況変更届（別記様式第25号）」とあるのは

「総合庶務事務システム」と、「所属長を経て教

育政策課長に届け出なければ」とあるのは「入力

しなければ」とする」とする。 

 

（修学部分休業承認等） 

第36条の２ 職員の修学部分休業に関する条例（平

成16年栃木県条例第46号）第２条第１項の規定に

より職員が修学部分休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の10日前まで

に、別に定める修学部分休業承認申請書（別記様

式第27号の２）を所属長に提出しなければならな

い。 

２ 略 

３ 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休

業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に定め

る修学部分休業取消簿（別記様式第27号の３）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業

に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場

合には、別に定める修学状況変更届（別記様式第

27号の４）により、遅滞なく、その旨を所属長に

届け出なければならない。 

５ システム利用所属職員に対する前各項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める修

学部分休業承認申請書（別記様式第27号の２）を

所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務

事務システムにより当該休業に係る事項を入力し

なければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、第３項中「職

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める修学部分休業取消簿（別記様式第27

号の３）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の

取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中

「職員」とあるのは「システム利用所属職員」

と、「別に定める修学状況変更届（別記様式第27

号の４）」とあるのは「総合庶務事務システム」

と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入

力しなければ」とする。 

 

（高齢者部分休業承認等） 

第36条の３ 職員の高齢者部分休業に関する条例
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（平成16年栃木県条例第47号）第２条第１項の規

定により職員が高齢者部分休業の承認を申請する

ときは、その休業を始めようとする日の10日前ま

でに、別に定める高齢者部分休業承認申請書（別

記様式第27号の５）を所属長に提出しなければな

らない。 

２ 略 

３ 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部

分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第27号の

６）を所属長に提出しなければならない。 

４ システム利用所属職員に対する前３項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める高

齢者部分休業承認申請書（別記様式第27号の５）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休業に係る事項を入力

しなければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」

とあるのは「システム利用所属職員」と、「別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第27号の

６）を所属長に提出しなければ」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消

しに係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（自己啓発等休業承認等） 

第36条の４ 職員の自己啓発等休業に関する条例

（平成19年栃木県条例第58号）第２条の規定によ

り職員が自己啓発等休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の属する年度の

前年度の９月末日までに、別に定める自己啓発等

休業承認申請書（別記様式第27号の７）を所属長

を経て教育政策課長に提出しなければならない。 

２ 略 

３ 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める自己啓発等休業状況変更届

（別記様式第27号の８）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければ

ならない。 

(1)～(3) 略 

 

（配偶者同行休業承認等） 

第36条の５ 職員の配偶者同行休業に関する条例

（平成26年栃木県条例第35号）第２条の規定によ

り職員が配偶者同行休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の１月前まで

に、別に定める配偶者同行休業承認申請書（別記

様式第27号の９）を所属長を経て教育政策課長に

提出しなければならない。 

２ 略 

（平成16年栃木県条例第47号）第２条第１項の規

定により職員が高齢者部分休業の承認を申請する

ときは、その休業を始めようとする日の10日前ま

でに、別に定める高齢者部分休業承認申請書（別

記様式第27号の５）を所属長に提出しなければな

らない。 

２ 略 

３ 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部

分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第27号の

６）を所属長に提出しなければならない。 

４ システム利用所属職員に対する前３項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める高

齢者部分休業承認申請書（別記様式第27号の５）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休業に係る事項を入力

しなければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」

とあるのは「システム利用所属職員」と、「別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第27号の

６）を所属長に提出しなければ」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消

しに係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（自己啓発等休業承認等） 

第36条の４ 職員の自己啓発等休業に関する条例

（平成19年栃木県条例第58号）第２条の規定によ

り職員が自己啓発等休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の属する年度の

前年度の９月末日までに、別に定める自己啓発等

休業承認申請書（別記様式第27号の７）を所属長

を経て教育政策課長に提出しなければならない。 

２ 略 

３ 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める自己啓発等休業状況変更届

（別記様式第27号の８）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければ

ならない。 

(1)～(3) 略 

 

（配偶者同行休業承認等） 

第36条の５ 職員の配偶者同行休業に関する条例

（平成26年栃木県条例第35号）第２条の規定によ

り職員が配偶者同行休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の１月前まで

に、別に定める配偶者同行休業承認申請書（別記

様式第27号の９）を所属長を経て教育政策課長に

提出しなければならない。 

２ 略 
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消簿（別記様式第27号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなけれ

ば」と、前項中「準用する」とあるのは「準用す

る。この場合において、同項中「職員」とあるの

は「システム利用所属職員」と、「別に定める養

育状況変更届（別記様式第25号）」とあるのは

「総合庶務事務システム」と、「所属長を経て教

育政策課長に届け出なければ」とあるのは「入力

しなければ」とする」とする。 

 

（修学部分休業承認等） 

第36条の２ 職員の修学部分休業に関する条例（平

成16年栃木県条例第46号）第２条第１項の規定に

より職員が修学部分休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の10日前まで

に、別に定める修学部分休業承認申請書（別記様

式第27号の２）を所属長に提出しなければならな

い。 

２ 略 

３ 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休

業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に定め

る修学部分休業取消簿（別記様式第27号の３）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業

に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場

合には、別に定める修学状況変更届（別記様式第

27号の４）により、遅滞なく、その旨を所属長に

届け出なければならない。 

５ システム利用所属職員に対する前各項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める修

学部分休業承認申請書（別記様式第27号の２）を

所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務

事務システムにより当該休業に係る事項を入力し

なければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、第３項中「職

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める修学部分休業取消簿（別記様式第27

号の３）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の

取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中

「職員」とあるのは「システム利用所属職員」

と、「別に定める修学状況変更届（別記様式第27

号の４）」とあるのは「総合庶務事務システム」

と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入

力しなければ」とする。 

 

（高齢者部分休業承認等） 

第36条の３ 職員の高齢者部分休業に関する条例

消簿（別記様式第27号）を所属長に提出しなけれ

ば」とあるのは「総合庶務事務システムにより当

該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなけれ

ば」と、前項中「準用する」とあるのは「準用す

る。この場合において、同項中「職員」とあるの

は「システム利用所属職員」と、「別に定める養

育状況変更届（別記様式第25号）」とあるのは

「総合庶務事務システム」と、「所属長を経て教

育政策課長に届け出なければ」とあるのは「入力

しなければ」とする」とする。 

 

（修学部分休業承認等） 

第36条の２ 職員の修学部分休業に関する条例（平

成16年栃木県条例第46号）第２条第１項の規定に

より職員が修学部分休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の10日前まで

に、別に定める修学部分休業承認申請書（別記様

式第27号の２）を所属長に提出しなければならな

い。 

２ 略 

３ 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休

業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に定め

る修学部分休業取消簿（別記様式第27号の３）を

所属長に提出しなければならない。 

４ 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業

に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場

合には、別に定める修学状況変更届（別記様式第

27号の４）により、遅滞なく、その旨を所属長に

届け出なければならない。 

５ システム利用所属職員に対する前各項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める修

学部分休業承認申請書（別記様式第27号の２）を

所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務

事務システムにより当該休業に係る事項を入力し

なければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、第３項中「職

員」とあるのは「システム利用所属職員」と、

「別に定める修学部分休業取消簿（別記様式第27

号の３）を所属長に提出しなければ」とあるのは

「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の

取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中

「職員」とあるのは「システム利用所属職員」

と、「別に定める修学状況変更届（別記様式第27

号の４）」とあるのは「総合庶務事務システム」

と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入

力しなければ」とする。 

 

（高齢者部分休業承認等） 

第36条の３ 職員の高齢者部分休業に関する条例
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（平成16年栃木県条例第47号）第２条第１項の規

定により職員が高齢者部分休業の承認を申請する

ときは、その休業を始めようとする日の10日前ま

でに、別に定める高齢者部分休業承認申請書（別

記様式第27号の５）を所属長に提出しなければな

らない。 

２ 略 

３ 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部

分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第27号の

６）を所属長に提出しなければならない。 

４ システム利用所属職員に対する前３項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める高

齢者部分休業承認申請書（別記様式第27号の５）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休業に係る事項を入力

しなければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」

とあるのは「システム利用所属職員」と、「別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第27号の

６）を所属長に提出しなければ」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消

しに係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（自己啓発等休業承認等） 

第36条の４ 職員の自己啓発等休業に関する条例

（平成19年栃木県条例第58号）第２条の規定によ

り職員が自己啓発等休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の属する年度の

前年度の９月末日までに、別に定める自己啓発等

休業承認申請書（別記様式第27号の７）を所属長

を経て教育政策課長に提出しなければならない。 

２ 略 

３ 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める自己啓発等休業状況変更届

（別記様式第27号の８）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければ

ならない。 

(1)～(3) 略 

 

（配偶者同行休業承認等） 

第36条の５ 職員の配偶者同行休業に関する条例

（平成26年栃木県条例第35号）第２条の規定によ

り職員が配偶者同行休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の１月前まで

に、別に定める配偶者同行休業承認申請書（別記

様式第27号の９）を所属長を経て教育政策課長に

提出しなければならない。 

２ 略 

（平成16年栃木県条例第47号）第２条第１項の規

定により職員が高齢者部分休業の承認を申請する

ときは、その休業を始めようとする日の10日前ま

でに、別に定める高齢者部分休業承認申請書（別

記様式第27号の５）を所属長に提出しなければな

らない。 

２ 略 

３ 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部

分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第27号の

６）を所属長に提出しなければならない。 

４ システム利用所属職員に対する前３項の規定の

適用については、第１項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、「別に定める高

齢者部分休業承認申請書（別記様式第27号の５）

を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶

務事務システムにより当該休業に係る事項を入力

しなければ」と、第２項中「職員が」とあるのは

「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」

とあるのは「システム利用所属職員」と、「別に

定める高齢者部分休業取消簿（別記様式第27号の

６）を所属長に提出しなければ」とあるのは「総

合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消

しに係る事項を入力しなければ」とする。 

 

（自己啓発等休業承認等） 

第36条の４ 職員の自己啓発等休業に関する条例

（平成19年栃木県条例第58号）第２条の規定によ

り職員が自己啓発等休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の属する年度の

前年度の９月末日までに、別に定める自己啓発等

休業承認申請書（別記様式第27号の７）を所属長

を経て教育政策課長に提出しなければならない。 

２ 略 

３ 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める自己啓発等休業状況変更届

（別記様式第27号の８）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければ

ならない。 

(1)～(3) 略 

 

（配偶者同行休業承認等） 

第36条の５ 職員の配偶者同行休業に関する条例

（平成26年栃木県条例第35号）第２条の規定によ

り職員が配偶者同行休業の承認を申請するとき

は、その休業を始めようとする日の１月前まで

に、別に定める配偶者同行休業承認申請書（別記

様式第27号の９）を所属長を経て教育政策課長に

提出しなければならない。 

２ 略  
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３ 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める配偶者同行休業状況変更届

（別記様式第27号の10）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければ

ならない。 

(1)～(4) 略 

 

（出勤簿の整理保管） 

第37条 所属長は、職員の勤務状況を別に定める出

勤簿（別記様式第28号）に整理し、保管するもの

とする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める出勤簿（別記

様式第28号）に整理し、保管する」とあるのは、

「総合庶務事務システムにより整理する」とす

る。 

 

（勤務状況報告） 

第38条 所属長（総合庶務事務システムを使用する

ことができる所属の所属長を除く。）は、毎年４

月15日までにその前年度の職員の勤務状況につい

て別に定める勤務状況報告書（別記様式第29号）

を作成し、教育政策課長に提出しなければならな

い。 

２ 他の課、室又は教育事務所に転出した職員（総

合庶務事務システムを利用することができる所属

から総合庶務事務システムを利用することができ

る所属に転出した職員を除く。）の勤務状況につ

いては、前所属長は、発令前日までを集計した別

に定める勤務状況通知書（別記様式第30号）を新

所属長に送付しなければならない。 

 

（傷病休暇承認状況報告） 

第39条 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇の承

認を受けたときは、毎月その職員の別に定める傷

病休暇承認状況書（別記様式第31号）を作成し、

翌月の10日までに教育政策課長に提出しなければ

ならない。 

 

（退庁時の物品の点検） 

第42条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に

注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、別に

定める点検票（別記様式第32号）に確認状況等を

記入の上 、当直員を置かない場合にあっては、

所定の場所に収置し、当直員を置く場合にあって

は、当直員に引き継がなければならない。 

 

（異動のときの事務引継） 

第43条 職員は、退職、転任等となった場合は、そ

の担任事務について、速やかに別に定める事務引

３ 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める配偶者同行休業状況変更届

（別記様式第27号の10）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければ

ならない。 

(1)～(4) 略 

 

（出勤簿の整理保管） 

第37条 所属長は、職員の勤務状況を別に定める出

勤簿（別記様式第28号）に整理し、保管するもの

とする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める出勤簿（別記

様式第28号）に整理し、保管する」とあるのは、

「総合庶務事務システムにより整理する」とす

る。 

 

（勤務状況報告） 

第38条 所属長（総合庶務事務システムを使用する

ことができる所属の所属長を除く。）は、毎年４

月15日までにその前年度の職員の勤務状況につい

て別に定める勤務状況報告書（別記様式第29号）

を作成し、教育政策課長に提出しなければならな

い。 

２ 他の課、室又は教育事務所に転出した職員（総

合庶務事務システムを利用することができる所属

から総合庶務事務システムを利用することができ

る所属に転出した職員を除く。）の勤務状況につ

いては、前所属長は、発令前日までを集計した別

に定める勤務状況通知書（別記様式第30号）を新

所属長に送付しなければならない。 

 

（傷病休暇承認状況報告） 

第39条 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇の承

認を受けたときは、毎月その職員の別に定める傷

病休暇承認状況書（別記様式第31号）を作成し、

翌月の10日までに教育政策課長に提出しなければ

ならない。 

 

（退庁時の物品の点検） 

第42条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に

注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、別に

定める点検票（別記様式第32号）に確認状況等を

記入のうえ、当直員を置かない場合にあっては、

所定の場所に収置し、当直員を置く場合にあって

は、当直員に引き継がなければならない。 

 

（異動のときの事務引継） 

第43条 職員は、退職、転任等となった場合は、そ

の担任事務について、速やかに別に定める事務引
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 別記様式第１号から別記様式第36号までを削る。 

附 則                                            
この訓令は、令和８年４月１日から施行する。                            

（教育政策課）  
 

継書（別記様式第33号）を作成し、後任者又は所

属長の指定した職員に引き継がなければならな

い。 

２・３ 略 

 

（転任等における着任期間） 

第44条 略 

２ 病気、災害その他やむを得ない事由により、前

項ただし書の期限までに着任することができない

ときは、別に定める着任延期願（別記様式第34

号）を提出し所属長の承認を得なければならな

い。 

 

（退職） 

第45条 職員は、退職しようとするときは、その退

職しようとする日前10日までに別に定める退職願

（別記様式第35号）を所属長を経由して教育政策

課長に提出しなければならない。 

 

（事故等の報告） 

第46条 略 

２ 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに別

に定める死亡届（別記様式第36号）により教育政

策課長を経て教育長に報告しなければならない。 

３ 略 

継書（別記様式第33号）を作成し、後任者又は所

属長の指定した職員に引き継がなければならな

い。 

２・３ 略 

 

（転任等における着任期間） 

第44条 略 

２ 病気、災害その他やむを得ない事由により、前

項ただし書の期限までに着任することができない

ときは、別に定める着任延期願（別記様式第34

号）を提出し所属長の承認を得なければならな

い。 

 

（退職） 

第45条 職員は、退職しようとするときは、その退

職しようとする日前10日までに別に定める退職願

（別記様式第35号）を所属長を経由して教育政策

課長に提出しなければならない。 

 

（事故等の報告） 

第46条 略 

２ 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに別

に定める死亡届（別記様式第36号）により教育政

策課長を経て教育長に報告しなければならない。 

３ 略 
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３ 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める配偶者同行休業状況変更届

（別記様式第27号の10）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければ

ならない。 

(1)～(4) 略 

 

（出勤簿の整理保管） 

第37条 所属長は、職員の勤務状況を別に定める出

勤簿（別記様式第28号）に整理し、保管するもの

とする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める出勤簿（別記

様式第28号）に整理し、保管する」とあるのは、

「総合庶務事務システムにより整理する」とす

る。 

 

（勤務状況報告） 

第38条 所属長（総合庶務事務システムを使用する

ことができる所属の所属長を除く。）は、毎年４

月15日までにその前年度の職員の勤務状況につい

て別に定める勤務状況報告書（別記様式第29号）

を作成し、教育政策課長に提出しなければならな

い。 

２ 他の課、室又は教育事務所に転出した職員（総

合庶務事務システムを利用することができる所属

から総合庶務事務システムを利用することができ

る所属に転出した職員を除く。）の勤務状況につ

いては、前所属長は、発令前日までを集計した別

に定める勤務状況通知書（別記様式第30号）を新

所属長に送付しなければならない。 

 

（傷病休暇承認状況報告） 

第39条 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇の承

認を受けたときは、毎月その職員の別に定める傷

病休暇承認状況書（別記様式第31号）を作成し、

翌月の10日までに教育政策課長に提出しなければ

ならない。 

 

（退庁時の物品の点検） 

第42条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に

注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、別に

定める点検票（別記様式第32号）に確認状況等を

記入の上 、当直員を置かない場合にあっては、

所定の場所に収置し、当直員を置く場合にあって

は、当直員に引き継がなければならない。 

 

（異動のときの事務引継） 

第43条 職員は、退職、転任等となった場合は、そ

の担任事務について、速やかに別に定める事務引

３ 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる

場合には、別に定める配偶者同行休業状況変更届

（別記様式第27号の10）により、遅滞なく、その

旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければ

ならない。 

(1)～(4) 略 

 

（出勤簿の整理保管） 

第37条 所属長は、職員の勤務状況を別に定める出

勤簿（別記様式第28号）に整理し、保管するもの

とする。 

２ システム利用所属職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「別に定める出勤簿（別記

様式第28号）に整理し、保管する」とあるのは、

「総合庶務事務システムにより整理する」とす

る。 

 

（勤務状況報告） 

第38条 所属長（総合庶務事務システムを使用する

ことができる所属の所属長を除く。）は、毎年４

月15日までにその前年度の職員の勤務状況につい

て別に定める勤務状況報告書（別記様式第29号）

を作成し、教育政策課長に提出しなければならな

い。 

２ 他の課、室又は教育事務所に転出した職員（総

合庶務事務システムを利用することができる所属

から総合庶務事務システムを利用することができ

る所属に転出した職員を除く。）の勤務状況につ

いては、前所属長は、発令前日までを集計した別

に定める勤務状況通知書（別記様式第30号）を新

所属長に送付しなければならない。 

 

（傷病休暇承認状況報告） 

第39条 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇の承

認を受けたときは、毎月その職員の別に定める傷

病休暇承認状況書（別記様式第31号）を作成し、

翌月の10日までに教育政策課長に提出しなければ

ならない。 

 

（退庁時の物品の点検） 

第42条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に

注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、別に

定める点検票（別記様式第32号）に確認状況等を

記入のうえ、当直員を置かない場合にあっては、

所定の場所に収置し、当直員を置く場合にあって

は、当直員に引き継がなければならない。 

 

（異動のときの事務引継） 

第43条 職員は、退職、転任等となった場合は、そ

の担任事務について、速やかに別に定める事務引


